
ひとりで悩んでいませんか
こどもの叱り方がわからない、離婚して自立した

い、パートナーからの暴力で困っている
などがあれば、一緒により良い解決方法
を探していきましょう。秘密は守ります。

▶と　き　午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　（土日・祝日を除く）
▶相談先　こども家庭課 女性・こども家庭班 ヴ

　　　　　☎096-248-1199

19 18広報 こうし　2025.2 広報 こうし　2025.2

INFORMATION　 問 問い合わせ先　 申 申し込み先　 ヴ ヴィーブル内　インフォメーション

2
月
は『
は
た
ち
の
献
血
』

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間

県
で
は
、
1
月
～
2
月
を『
は
た
ち
の

献
血
』キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と
し
て
、〝
は

た
ち
〟の
若
者
を
中
心
に
、
県
民
の
皆
さ

ん
に
献
血
の
呼
び
か
け
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。献

血
者
が
減
少
し
が
ち
な
冬
期
は
、
輸

血
用
血
液
が
不
足
し
や
す
い
季
節
で
す
。

今
ま
で
に
献
血
の
経
験
が
な
い
人
も
、
ぜ

ひ
、
こ
の
機
会
に
献
血
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
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課
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2
月
は
市
役
所
と
老
人
憩
の
家
で

『
ス
マ
ホ
お
助
け
相
談
窓
口
』を

開
設
し
ま
す

ス
マ
ホ
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
、
便

利
に
使
え
る
よ
う
に
、
2
月
は
市
役
所
と

老
人
憩
の
家
に
ス
マ
ホ
相
談
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。

専
門
の
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
端
末
の
購
入
・
料
金
プ
ラ
ン
・

パ
ス
ワ
ー
ド
・
金
銭
に
関
す
る
相
談
は
お

受
け
で
き
ま
せ
ん
。

▼
参
加
費　

無
料

▼
持
っ
て
く
る
も
の　

・ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
お
持
ち
で
な
い
人

に
は
体
験
用
ス
マ
ホ
を
貸
し
出
し
ま

す
）

・ 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
つ
い
て
相
談
し
た

い
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
な
ど

▼	

相
談
方
法　

直
接
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い（
事
前
予
約
不
要
）
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混
雑
状
況
に
よ
り
待
ち
時
間
が
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す

申
問
企
画
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特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
、
家
庭
内
暴

力
、
体
罰
や
い
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
誹
謗
中
傷
、
差
別
な
ど
、「
自
分
の

悩
み
は
人
権
侵
害
か
も
」と
思
っ
た
ら
、

一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
人
権
擁
護
委
員
が
対
応
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
と
き　

2
月
13
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
3
時

▼
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あ
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館
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屋
2
2
5
1
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1
）
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介
護
保
険
認
定
に
基
づ
く

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

交
付
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の
基
準
に

当
て
は
ま
る
65
歳
以
上
の
人
に
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。
確
定

申
告
で
所
得
税
・
住
民
税
の
障
害
者
控
除

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※ 

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
人
は
申
請
不

要
で
す

▼
必
要
書
類

・ 

申
請
書（
受
付
窓
口
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
り
ま
す
）

・ 
委
任
状
ま
た
は
対
象
者
の
介
護
保
険
被

保
険
者
証（
原
本
）

・ 

申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許

証
な
ど
）
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所
、
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屋
支
所
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班
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この機会にぜひ検診（健診）を受けましょう
	 ●問い合わせ先　健康ほけん課　健康づくり班　☎０９６－２４８－１２75

令和6年度 各種検診（健診）

「仕事や子育て、家事に趣味など、日常生活でやることが多く忙しい」
と、自身の健康管理が疎かになっていませんか。その結果、自覚症状が
ないまま病気が進行し、重症化することもあります。

市では、各種検診（健診）を実施しています。対象の人は、この機会に
ぜひ受けましょう。

歯周疾患検診
歯周病やむし歯は定期的に検査を

受けることで、早期発見・早期治療
ができます。市では右記の対象者へ
無料で１回、歯周疾患検診を行なっ
ています。

後期高齢者歯科口腔健診
定期的に受診し、口腔機能の健康

を維持しましょう。申し込み後、受
診券を送付します。受診できる医療
機関は受診券をご覧ください。

大腸がん検診
郵送検診を実施します。検便を2

日分採り、問診票を同封して、専用
の封筒で送るものです。検診料金は
振込用紙でお支払いください。結果
は約4週間後に郵送で届きます。

子宮頸がん・乳がん検診
12月末までに申し込みした人に

は受診券を送付しています。受診し
ていない人は早めに受診しましょ
う。

▶受診期限　2月28日（金）

▶対象
20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の人

（令和6年4月１日現在）
▶受診期限

3月31日（月）※休診日は除く
※ 受診には、5月に対象者に個別送付した通知文

が必要です。紛失した人は、申し込みフォーム
または電話で再発行が可能です

▶対象
後期高齢者医療制度に加入している人

（受診日時点）
▶受診期限

3月31日（月）※休診日は除く
▶費用　400円（１年に１回限り）

▶対象
年度末年齢が31歳以上で、令和6年度に大腸
がん検診を受診していない人

▶受診期限　2月21日（金）
▶費用

年度末年齢31歳〜 74歳　500円
年度末年齢75歳以上　200円

▶申し込み方法
　申し込みフォームまたは電話

▲市ホームページ

◀市ホームページ

▲申し込みフォーム

▲申し込みフォーム

▲市ホームページ

令和６年度子宮頸がん・乳がん検診（年齢は令和7年3月31日時点）

種別 対象 検査項目
自己負担額

74歳以下 75歳以上

子　宮 20歳以上 問診・視診・内診・細胞診 2,000円 700円

乳がん

31〜39歳
問診・乳房超音波
※ 視触診を行なう医療機関

もあります
1,500円 ―

40歳以上
問診・マンモグラフィ
※ 視触診・乳房超音波を行

なう医療機関もあります
2,600円 2,000円

ところ とき

市役所
防災棟１階

ロビー
2月の毎週木曜日

（閉庁時を除く） 午前９時〜正午
（正午から１時間休止）

午後１時〜 4時
※１人当たり30分程度老人憩の家

１階ロビー
2月4日（火）、
　　5日（水）


